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○ 聴覚障害・言語障害・知的障害のある方、高齢の方、外国人の方など、行政機関の窓
口をはじめ、日々の生活の中で、自分の言葉で意思や状況を伝えられず、コミュニケー
ションに不安を抱えている。

○ こうした不安を抱える県民を支援するため、兵庫県版「コミュニケーション支援ボード」
を県関係機関に配布・活用するとともに、民間事業者用を新たに作成し、活用を働きか
ける。

兵庫県版「コミュニケーション支援ボード」の設置の推進

２ 使用方法
受付窓口等で、障害当事者や対応する側が説明する言葉の意味が通じず困る場合等、
ボードに描かれた絵を見せたり、指差ししながらゆっくり会話することで、意思疎通を図ります。

言葉のみの意思疎通が困難 イラストを使いながらゆっくり会話

１設置場所
区分 設置場所 配布方法

県立施設
（８種類）

①総合庁舎（本庁・県民局）、②単独事務所、
③文化施設、④スポーツ施設、⑤公園、⑥大学
キャンパス、⑦病院、⑧警察

ラミネート加工して配布・設置

民間事業者等
（６種類）

⑨民間事業者(汎用)、⑩公共交通機関、
⑪デパート、⑫スーパー・コンビニ、⑬救急隊、
⑭消防隊

ﾃﾞｻﾞｲﾝﾃﾞｰﾀを掲示した県HPｱﾄﾞﾚｽを、
事業者等に配信。ﾃﾞｰﾀをﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞし
て活用。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf10/comm
unicationboard.html

２ 使用方法
言葉の意味が通じない、何を話し
ているのか分からない等、当事者と
のコミュニケーションに困る場合に、
ボードに描かれた絵を見せたり、指
さししながら、意思疎通を図る。
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サンプル（その１）

県立施設 民間事業者(公共交通機関)
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サンプル（その２）

民間事業者(デパート) 民間事業者(ｽｰﾊﾟｰ・ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ）


